令和８年　こうた凧揚げまつり　開催要項
１　趣旨　　　　　幸田町のふるさとづくりの一環として、町民及び地元企業が、凧づくり並びに凧揚げを通じて相互の親睦を深め、ふるさとを見直す冬の一大イベントとして開催・発信し、和やかなまちづくりの一助とする。
２　主催　　　　　こうた凧揚げまつり実行委員会
３　日にち　　　　令和８年１月１１日（日）
　　　　　　　　　開会式　　　　　　１０時００分
　　　　　　　　　小凧・中凧の部　　１０時３０分
　　　　　　　　　ステージイベント　１０時２０分～
　　　　　　　　　大凧凧揚げ開始　　１１時００分～
　　　　　　　　　閉会式　　　　　　１４時００分～
４　会場　　　　　幸田町大字菱池地内
５　凧揚げ
凧揚げを次のとおり行う。
（１）部門　　　部門は、小凧の部、中凧の部、大凧の部とする。　
（２）凧の規格　
　ア　中凧・大凧は手作りのものに限定する。
イ　小凧は縦横７０㎝未満、中凧は長辺が７０㎝以上１８０㎝未満、大凧は長辺が１８０㎝以上とする。
なお、連凧、創作凧（立体凧等）は中凧とみなし、このうち連凧は、連凧ゾーンで揚げる。
　　ウ　連凧は５０枚を限度とする。
エ　凧の尾に金属を使用することは禁止とする。
オ　大凧の凧糸は最長１５０ｍとする。
カ　大凧の凧紙は実行委員会が支給する和紙を使用する。
キ　大凧の骨組みは竹ひごを使用する。
ク　大凧の隅には転落に備えた措置として、保護材を取り付ける。
（３）申込み　大凧の部参加者は所定の様式にて実行委員会事務局へ申し込むものとする。大凧の部参加者には参加者説明会を行う。
（４）その他
　ア　風速７メートル以上の場合は、中止する。
イ　その他、大会開催中、天候等の諸条件により、大会実施が難しいと判断した場合、中止する場合がある。
６　その他　　
（１）雨天の場合は、中止する。その決定は午前7時に防災行政無線で放送して知らせる。
（２）主催者は、あらかじめ賠償責任保険と参加者の傷害保険に加入する。
（３）事故等については、主催者は加入保険の範囲又は本部へ設置した救護所での応急処置以外の責任は負わないものとする。
（４）凧が周辺の電線に掛かったり線路に落下したりした場合は、直ちに本部へ連絡すること。なお、感電の危険があるため電線に掛かった凧には絶対に触れないこと。
（５）落とし物について、当日は本部、まつり終了後は中央公民館で１か月保管する。
（６）この要項に定める者のほか、必要事項は主催者において定める。
